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【総 則】 

第１条 発注者は、足立区所有の表記物品を受注者に売渡し、

受注者は表記履行期限内に売買代金（契約金額）を発注者に

支払い、表記物品を引き取るものとする。 

２ この契約書において定める催告、請求、通知、報告、申出、

承認及び解除は、書面により行われなければならない。 

【権利の譲渡】 

第２条 受注者は、この契約から生じる権利義務を他人に譲渡

し、又は担保に供することができないものとする。ただし、

発注者の承認を得た場合はこの限りではない。 

【契約保証金】 

第３条 発注者は、物品の引取完了後、直ちに契約保証金を受

注者に返還するものとする。ただし、特別の事由がある場合

はこの限りでない。 

２ 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さな

い。 

【発注者の解除権】 

第４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内

に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契

約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

(1) 正当な理由なく、債務の履行に着手すべき期日を過ぎても

業務に着手しないとき。 

 

(2) 受注者の責に帰する事由により指定期日内に契約を完了

しないとき、又は指定期日後相当の期間内に完了する見込み

がないと発注者が認めるとき。 

(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は

履行に当たり、不正な行為をしたとき。 

(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がな

く、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行

を妨害したとき。 

(5) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の

目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。この場合には、何

ら催告を要しないものとする。 

(1) 第２条の規定に違反し、この契約から生じる権利義務を第

三者に譲渡し、又は担保に供したとき。 

(2) 債務の履行を完了させることができないことが明らかで

あるとき。 

(3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に

表示したとき。 

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者

がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した

場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す

ることができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日

時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を

達することができない場合において、受注者が履行しないで
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その時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせ

ず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するの

に足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

(7) 受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(8) 受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の４第１項の規定に該当すると判明したとき。 

(9) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始そ

の他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したと

き。 

３ 前２項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金

は発注者に帰属する。ただし、正当な理由によって契約の解

除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがあ

る。 

４ 第１項又は第２項の規定により契約が解除された場合に

おいて、発注者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負

う。 

５ 第１項又は第２項の規定により契約を解除した場合にお

いて履行部分があるときは、受注者は、当該履行部分に相当

する代金を支払う。 

６ 前項に規定する履行部分に相当する代金については、発注

者受注者協議の上定める。 

７ 第３項の規定により契約保証金が発注者に帰属した場合

において、第５項の規定により履行部分があるときは、発注

者は、その契約保証金のうち当該履行部分に相当する代金の

１００分の１０に相当する額を受注者に返還する。 

【暴力団等反社会的団体排除に関する発注者の解除権】 

第４条の２ 発注者は、受注者（受注者が共同企業体であると

きは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。）

が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することがで

きる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。 

(1) ア 法人の役員等（受注者が個人である場合にはその者を、

受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若

しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）若しくは使用人が、暴力団員等（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員

でなくなった日から５年を経過しない者）であるとき、

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れるとき。 

イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の

規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に定め

る無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配

若しくは影響の下に活動しているものと認められる団

体の構成員及び関係者であるとき。 

ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、

日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員 

及び関係者であるとき。 

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三

者に損害を加える目的をもって、反社会的団体（暴力団員に
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よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又

は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行っ

た団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行っ

た団体をいう。以下同じ。）の威力又は関係者を利用するな

どしているとき。 

(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力

し、若しくは関与しているとき。 

(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席する

など社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、こ

れを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないが

その威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしてい

るとき。 

(6) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、

その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(7) 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者

を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方

としていた場合（前６号に該当する場合を除く。）に、発注

者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに

従わないとき。 

２ 発注者は前項の規定によりこの契約を解除したときは、こ

れによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないも

のとする。 

３ 第１項の規定により契約が解除された場合において、発注

者に生じた損害を、受注者は賠償する責任を負う。 

４ 第１項第１号から第６号までに該当するおそれがあると

認めるときは、受注者は、発注者が受注者の役職員の個人情

報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに

関して同意するものとする。 

【契約が解除された場合等の違約金】 

第４条の３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、

受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この

場合において、履行部分がある場合は、契約金額から履行部

分の代金を控除した額とする。ただし、第１号に該当するも

のについては、正当な理由によって契約の解除を申し出た場

合は、発注者は、本項を適用しないことがある。 

(1) 第４条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除さ

れた場合 

(2) 前条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

(3) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰

すべき事由によって受注者の債務について履行不能となっ

た場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第

３号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合におい

て、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任さ

れた破産管財人 
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(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合におい

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により

選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合におい

て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により

選任された再生債務者等 

【足立区契約事務規則の遵守】 

第５条 受注者は、この契約条項のほか足立区契約事務規則

（昭和３９年足立区規則第５号）を遵守するものとする。 

【電磁的記録の廃棄】 

第６条 発注者は、この契約が締結された日が属する年度の末

日から１０年を経過した後は、この契約に係る足立区契約事

務規則第４２条第４項の電磁的記録を廃棄することができ

る。 

 


